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議題１ 地域移行の現状及び課題について
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精神科病院入院患者の状況
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精神病床の平均在院日数の推移（病院報告）
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全国的には精神病床の平均在院日数は年々減少。

一方、大分県の精神病床の平均在院日数は横ばい。

入院患者数は減少する中、入院患者に占める65歳以上の患者は年々増加。

＊H16年には65歳以上の入院患者が44.5%であったが、H19年には50.5%と半数を

超え、H24年では56.7%が65歳以上!!
（参考）全国 65歳以上の患者が占める割合50.2%（H23年）
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65歳以上の入院患者のうち70％が1年以上の入院

平成25年度から 『高齢入院患者地域支援事業』を開始

（鶴見台病院、衛藤病院へ委託）

入院期間の長期化や高齢化による生活機能や意欲の低下から、退院に向けた

支援に時間や人手を要する場合が多いことから、院内の専門職種と地域の関係

者がチームとなり、退院に向けた包括的な支援プログラムを実施し、地域移行を

めざす。

2

障害福祉課



  高齢入院患者地域支援事業

目 的：高齢精神障害者の場合、入院期間の長期化や高齢

化による生活機能や意欲の低下から、退院に向けた

支援に時間や人手を要する場合が多いことから、院

内の専門職種と地域の関係者がチームとなり、退院

に向けた包括的な支援プログラムを実施し、地域移

行をめざす。

方 法：院内に多職種からなるチームを作り、外部の事業所

の相談支援専門員と介護支援専門員を入れて、定

期的なミーティングや患者への働きかけ、関係者の

研修等を実施する。

対象者：主に統合失調症の６０歳以上の入院患者

実施機関：精神科病院２ヶ所に委託

（鶴見台病院、衛藤病院）

期 間：診療報酬による一般制度化をめざす国のモデル事期 間：診療報酬による一般制度化をめざす国のモデル事

業として平成２５年度から２６年度まで実施する。

3

障害福祉課



大分県高齢入院患者地域支援事業実施要綱 
 

第１ 目的 
   高齢精神障がい者の場合、入院期間の長期化や高齢化による生活機能や

意欲の低下から、退院に向けた支援に時間や人手を要する場合が多いこと

から、院内の専門職種と地域の関係者がチームを構成し、退院に向けた包

括的な支援プログラムを実施し、地域移行をめざす。  
 
第２ 実施主体 
   実施主体は県とする。 
   なお、県は、事業の全部又は一部を精神科病院等に委託して実施するこ

とができるものとする。 
 
第３ 実施期間 
   診療報酬による一般制度化をめざす国のモデル事業として平成２５年度

から２６年度まで実施予定。   
 
第４ 対象者 
   精神科病院に入院している、概ね６０歳以上の高齢入院患者（主診断名

が統合失調症の者）。 
 
第５ 事業内容 
（１）退院支援員の配置や専門部署の設置による退院支援 
   病院内に支援や調整に係る専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医 

師、看護師、精神保健福祉士等の多職種と、相談支援専門員や介護支援専 
門員といった地域の関係者からなるチームを構成して、定期的なミーティ 
ングや対象者への働きかけ等により、退院に向けた支援を行うものとする。 

（２）地域移行に向けた普及啓発 
   地域移行に向けた普及啓発を推進するため、地域の関係者と協働して研 

修、シンポジウムを行うものとする。 
 
第６ その他 
   この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別途定 

めるものとする。 
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　取組の経過

H17年からの取組の中で見えてきた、
精神障がい者の地域移行に向けた課題

　　①住居環境の確保

　　②日中活動の場の確保

　　③退院ついて家族の同意が得られない

　　④本人が退院を希望しない
　　　 地域での生活に対して本人の不安が強い

　　⑤地域移行支援に手間がかかる

大分県の地域移行の取組の経過及び現状

年度 取組

H17年度
「精神障がい者退院促進事業」を開始
別府市をモデル地区として実施

H18年度 大分地区をモデル地区に追加

H19年度 別府地区、大分地区に自立支援員を配置

H20年度 両地区に地域体制整備コーディネーター、地域移行推進員を配置

H21年度
別府地区、大分地区に加えて4保健所圏域で地域移行を展開
各圏域で『地域移行支援協議会』し、支援対象者を決定し、
地域移行支援を展開。

H22年度
H23年度 　　　　「精神障がい者地域移行支援研修会」開催

H24年度

障害者自立支援法による地域移行・地域定着支援の個別給付開始
各圏域では「地域移行支援協議会」を開催し、体制整備等を検討

　　　　「精神障がい者地域移行・地域定着促進研修会」開催

　個別給付化後の課題

①個別給付化で本人が希望すればサービスとして支援が受けられる。
　 希望しない（退院意欲のない）人への支援(掘り起こし）を誰がするのか。

②相談支援事業所の現状
　　・計画相談支援に追われて、地域相談支援まで支援が行き届かない
　　・人手不足
　　・精神障がい者の支援の経験（支援のノウハウ）がない
　　・当事者が利用したくても受けてくれる事業所がない地域も………

必要な取組

①社会資源整備

②地域移行の体制整備

③地域移行を担う人材の育成

④精神科病院への働きかけ

市町村自立支援協議会の機能強化

⑤高齢者対策(高齢入院患者地域支援事業)

　　　　「精神障がい者地域移行・地域定着促進研修会」開催
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大分県自立支援協議会 イメージ

障がい児等地域療育等支援事業

発達障がい者支援センター運営事業

高次脳機能障がい者支援体制整備事業

障害者就業・生活支援センター事業
情報や知見を
共有、普及

●専門的分野の相談支援事業

連携方法の確
認等

大分県自立支援協議会

・県内の相談支援体制の状況について情報共
有
・部会の協議内容等について報告を受け助言

・市町村自立支援協議会へのアドバイザー派遣
事業、相談支援従事者研修内容等に反映

（年２回）

相談支援・研修部会 地域移行専門部会

・地域移行に関する課題を把握、分析し、 ○大分県自立支援協議会の所掌事務

状況把握

助言等●市町村相談支援事業

・市町村の相談支援事業や自立支援
協議会の状況を各圏域ごとに確認

・アドバイザー派遣の方針について検討
・相談支援従事者に対する研修の内容

等について検討

・地域移行に関する課題を把握、分析し、
支援策について検討していく。

・市町村自立支援協議会の地域移行に
関する取り組み状況について把握し、適
切な指導、助言を行う。

状況把握

アプローチ

市 町 村 自 立 支 援 協 議 会

○大分県自立支援協議会の所掌事務

１ 市町村における相談支援体制の状況の把握、
評価及び整備方針に関する助言を行うこと。

２ 相談支援事業者に対する研修の在り方に関す
る協議を行うこと。

３ 障がい者の地域移行に関する課題や困難事例
について議論し、支援方法について検討していく。

４ 専門的分野における障がい者等に対する支援
方策に関し、情報及び知識を共有するとともに、普
及啓発を行うこと。

５ 市町村相談支援機能強化事業及び県の相談支
援体制整備事業等による市町村の相談支援体制
への支援に関する協議を行うこと。

６ その他、障がい者等への相談支援に関し必要な
事項
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★地域生活に関する情報提供
★職員研修、地域交流会の企画、実務協力
★保護者会への情報提供等
★個人面談による意向確認等

ネットワーク

県自立支援協議会 地域移行専門部会の役割

◆地域移行（施設・病院・在宅）者数の把握、地域
移行計画の策定、地域移行の進捗管理

市町村自立支援協議会

基幹相談支援センター

保健所

市町村

地
域
移
行

予
定
者

支
給
申
請

依
頼

市町村

○障がい程度区
分認定調査

○サービス等利
用計画案作成
依頼

特定相談支援事業所・
一般相談支援事業所

○サービス等利用計画案、給付決定後のサービ
ス等利用計画の作成、モニタリング等

○地域移行支援計画の作成、同行支援、体験利
用、体験宿泊の実施、地域定着支援台帳の作成、
緊急時訪問等

退
院
へ

精神科病院

働きかけ 必要により地
域定着支援を

利用

反映反映

課題・

相談支援事業所

指導
・

助言

◆地域課題の把握、要因分析、基盤整備方策の策
定等

【地域体制整備コーディネーター】
相談支援専門員・社会福祉士・

精神保健福祉士・保健師等

連携

県自立支援協議会

【地域移行専門部会】
相談支援専門員、保健師、

精神保健福祉士、看護師 等

困難事例

支
援

・県内の地域移行に関する課題を整理し、
必要な支援策を検討。

・各市町村自立支援協議会に対しての指
導・助言や情報発信。

深掘り議論
が可能に

相談
・

依頼

要
請

地域移行専門
部会の主な役割

県内アドバイザー
派遣制度も活用
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基幹相談支援センターの役割のイメージ

基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障がい・知的障がい・精神
障がい）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。

基幹相談支援センター

権利擁護・虐待防止 地域移行・地域定着

総合相談・専門相談

相談支援
事業所

相談支援
事業所

障がいの種別や各種ニーズに対応する
・総合的な相談支援（３障がい対応）の実施
・専門的な相談支援の実施

相談支援相談員、社会福祉士、
精神保健福祉士、保健師等

権利擁護・虐待防止 地域移行・地域定着

地域の相談支援体制の強化の取組

自立支援協議会

相談支援
事業所

児童発達
支援センター

・成年後見制度利用支援事業
・虐待防止

※市町村障がい者虐待防止センター（通報
受理、相談等）を兼ねることができる。

・入所施設や精神科病院への働きかけ
・地域の体制整備に係るコーディネート

・相談支援事業者への専門的指導、助言
・相談支援事業者の人材育成
・相談機関との連携強化の取組

運営委託等
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議題２ 就労移行支援（特別支援学校卒業生等）の

現状及び課題について
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厚生労働省　主管課長会議資料
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厚生労働省　主管課長会議資料
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ダイレクトＢの取扱いについて
～各市町村の取り組み状況～

② 協議会等からの意見を付する市町村

① 就労移行支援事業所によるアセスメントを
実施する市町村 大分市、臼杵市、津久見市、豊後高田市

別府市、中津市、日田市、竹田市、杵築市、宇佐市、豊後大野
市、由布市、国東市、日出町、九重町

③ 具体的にダイレクトＢの取扱いについて
決まっていない市町村 佐伯市、姫島村、玖珠町

※協議会等（自立支援協議会、市区町村審査会、その他ネットワーク会議）の主な構成機関

特別支援学校、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、相談支援事業所、
福祉事務所 など
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議題３ サービス等利用計画の策定状況について
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サービス等利用計画の作成計画（平成２５年１０月調査） 平成25年9月までは作成実績、平成25年10月以降は作成計画です。

２４年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 累計 進捗

大分市 0 0 2 3 3 28 21 24 35 38 31 163 348 348 11.13%

別府市 0 0 0 1 6 2 1 3 7 15 39 27 101 101 7.69%

中津市 1 1 0 0 1 0 4 3 6 8 13 17 54 54 7.71%

日田市 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 9 9 1.27%

佐伯市 0 0 6 1 2 6 5 18 5 9 10 7 69 69 8.88%

臼杵市 0 0 0 1 0 1 2 2 5 1 4 18 34 34 7.23%

津久見市 0 0 0 0 0 4 4 11 2 7 6 5 39 39 16.67%

竹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.35%

豊後高田市 1 0 0 3 0 0 3 7 12 12 5 8 51 51 20.73%

杵築市 0 0 0 3 5 5 16 6 4 0 1 3 43 43 17.77%

宇佐市 1 2 4 0 5 3 2 2 2 5 4 7 37 37 7.10%

豊後大野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 8 8 1.33%

由布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

国東市 0 0 0 1 0 3 2 1 4 4 6 6 27 27 10.00%

姫島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

日出町 0 0 0 0 0 2 4 1 2 12 2 2 25 25 11.90%

九重町 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2.25%

玖珠町 0 0 0 3 1 12 0 7 2 0 2 11 38 38 22.89%

合　　計 3 3 12 17 24 68 64 85 86 116 125 283 886 886 8.62%

２５年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 累計 進捗

大分市 110 100 100 125 125 165 165 165 165 165 165 95 1,645 1,993 63.71%

別府市 82 53 44 52 54 36 42 50 50 50 50 50 613 714 54.34%

中津市 6 5 9 17 23 18 30 46 19 26 19 40 258 312 44.57%

日田市 1 0 0 1 2 17 24 34 36 39 44 47 245 254 35.93%

佐伯市 16 6 60 19 19 78 24 25 29 22 36 68 402 471 60.62%

臼杵市 13 14 12 11 6 25 15 15 15 15 20 20 181 215 45.74%

津久見市 12 19 14 14 13 15 8 8 8 8 8 8 135 174 74.36%

竹田市 6 3 6 9 3 7 4 0 1 4 10 7 60 61 21.40%

豊後高田市 4 4 11 10 6 8 9 9 9 9 9 9 97 148 60.16%

杵築市 12 3 2 47 5 2 2 3 6 1 4 4 91 134 55.37%

宇佐市 3 3 4 12 12 5 15 15 15 45 45 45 219 256 49.14%

豊後大野市 0 4 1 4 3 3 3 10 50 50 100 100 328 336 56.00%

由布市 0 0 0 1 1 1 8 10 10 10 20 20 81 81 26.30%

国東市 9 4 5 9 5 2 12 12 12 12 12 12 106 133 49.26%

姫島村 4 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 2 15 15 100.00%

日出町 1 4 6 7 5 4 8 8 8 8 8 8 75 100 47.62%

九重町 1 0 4 1 1 0 3 3 3 3 3 5 27 29 32.58%

玖珠町 0 0 5 5 0 14 5 4 2 6 2 12 55 93 56.02%

合　　計 280 222 283 351 283 400 378 418 438 473 555 552 4,633 5,519 53.68%

２６年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 累計 進捗

大分市 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 90 1,135 3,128 100%

別府市 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 1,314 100%

中津市 98 21 24 85 20 20 20 20 20 20 20 20 388 700 100%

日田市 48 49 47 42 44 52 45 48 36 21 11 10 453 707 100%

佐伯市 12 19 34 31 23 59 30 19 16 16 10 37 306 777 100%

臼杵市 25 30 35 20 20 20 15 15 15 20 20 20 255 470 100%

津久見市 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 60 234 100%

竹田市 25 7 10 101 12 3 6 2 24 8 12 14 224 285 100%

豊後高田市 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 98 246 100%

杵築市 12 2 0 48 1 7 9 12 1 0 10 6 108 242 100%

宇佐市 25 25 25 45 25 25 20 15 15 15 15 15 265 521 100%

豊後大野市 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 600 100%

由布市 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 227 308 100%

国東市 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 0 137 270 100%

姫島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100%

日出町 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 110 210 100%

九重町 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 89 100%

玖珠町 1 2 13 8 16 22 1 4 4 0 0 2 73 166 100%

合　　計 476 385 417 609 390 438 370 358 354 323 326 317 4,763 10,282 100%
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市町村別相談支援専門員の従事者数

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市

５２ １７ ６ ６ １７ ５ ３ ７ ４

杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町

６ ５ ９ ３ ６ ０ ７ ０ ４

計 １５７ 人
※相談支援従事者初任者研修の修了状況について

Ｈ２３・・・１１８人
Ｈ２４・・・１１３人
Ｈ２５・・・１４５人

直近の過去３年間で計３７６人が相談支援従事者初任者研修を修了している。

今後の相談支援専門員1人における
月当たり新規のサービス等利用計画の必要作成件数

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市

２．２ ２．９ ５．３ ６．３ １．７ ３．９ ２ ２ ２．１

杵築市 宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村 日出町 九重町 玖珠町

１．８ ４．９ ３．６ ６．４ １．９ １．３ １．４

作成期間 Ｈ２５．１０月～Ｈ２７．３月末

単位（人）

単位（件）

算定式：（Ｈ２５年１０月以降の必要作成件数/相談支援専門員数）/１８か月

平成２５年１０月調査
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相談支援専門員とサービス管理責任者の
合同学習会実施状況

内容 ①講義・演習
・ サービス等利用計画の作成手続きや留意点について
・ 「サービス等利用計画」と「個別支援計画」の関係性について
② 意見交換

平成２５年１１月６日現在

実施圏域 市町村 参加者数 アドバイザー 日 時

西部圏域
日田市・九重町

玖珠町
３４名 石松 聡美 平成25年3月22日

東部圏域
別府市・杵築市
国東市・姫島村

日出町
９４名

首藤 辰也
神志那 久美

平成25年8月27日

北部圏域 宇佐市 ５１名
石川 博一

※合同学習会の企画・
運営に協力

平成25年8月28日

中部圏域 臼杵市 ３６名 吐合 紀子 平成25年9月19日

南部圏域 佐伯市 未定 疋田 秀美 平成25年11月7日（予定）

豊肥圏域
豊後大野市

竹田市
未定

首藤 辰也
神志那 久美

平成25年11月19日（予定）
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議題４ その他

21



平成２５年１１月６日現在

研修名 内容と対象者 開催日時 会場 申込期間
申し込み・問い合わせ先

（県の担当班等）
平成25年 6月27日（木）

平成25年 6月28日（金）

平成25年 6月30日（日）

平成25年 8月 6日（火）

平成25年 8月 7日（水）

相談支援従事者現任研
修

（対象者）
・相談支援専門員（計画相談支援、障害児相談支援、地域移行・地
域定着）

平成25年10月2日（水）

平成25年10月29日（火）

平成25年10月30日（水）

大分県社会福祉介護
研修センター（大分市

明野東3-4-1）
終了

大分県社会福祉
介護研修センター

097-552-6888
（障害福祉課自立支援班）

サービス管理責任者・児
童発達支援管理責任者
研修

（対象者）
・サービス管理責任者及び児童発達管理責任者になろうとする者
・相談支援従事者初任者研修の共通講義2日間を受講した者

・共通講義
　平成26年１月上旬

・各分野
　平成26年１月～２月

大分県庁
平成２５年１１月下旬

～
平成２５年１２月上旬

障害福祉課自立支援班
097-506-2731

相談支援従事者専門
コース別研修

（内容）
　主に相談支援業務に従事している者を対象に、より専門的な知
識・技術を習得するため、年間４コース程度を実施（例：障害児支援
／権利擁護、成年後見制度／地域移行、地域定着、触法／セルフ
マネジメント／スーパービジョン、管理、面接技術）
（対象者）
・指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事しており、一
定の経験を有する者

平成25年9月9日（月）
（①　成年後見・権利擁護）
平成25年12月2日（月）
（②　障害児支援）
平成25年1月頃
（③　地域移行・定着、触
法予定）
平成26年3月頃
（④　スーパービジョン・管
理・面接技術　予定）

大分県総合社会福祉
会館

（大分県大分市大津町
2-1-41）

①終了

②平成25年11月上旬

③未定

④未定

障害福祉課地域生活支援班
097-506-2725

地域移行・地域定着促進
研修

（対象者）
・相談支援専門員（地域移行・地域定着）
・保健所
・市町村職員
・精神科病院職員　　等

平成25年11月11日（月）

平成25年11月12日（火）
大分県医師会館 終了

障害福祉課精神保健福祉班
097-506-2733

ピアサポーターの育成に
関する研修

（対象者）
・ピアサポーター
・ピアサポーターの支援者　　等

時期未定 未定 未定
障害福祉課精神保健福祉班

097-506-2733

虐待防止・権利擁護研修
（対象者）
・全事業所
・市町村

12月頃 未定 未定
障害福祉課地域生活支援班

097-506-2725

                                 平成２５年度　大分県障がい福祉関係研修　実績及び計画

（対象者）
・相談支援専門員となる者（計画相談支援、障害児相談支援、地域
移行・地域定着）
・サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者となる者 【２日間
のみ】

相談支援従事者初任者
研修

終了
大分県社会福祉介護
研修センター（大分市

明野東3-4-1）

大分県社会福祉
介護研修センター

097-552-6888
（障害福祉課自立支援班）
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